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ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

ア
ス
ベ
ス
ト
製
造
企
業
と
ア
ス
ベ
ス
ト
製
品
使
用
企
業
、
お
よ
び
そ
の
工
場
周
辺
に
お
い
て
、
多
く
の
労
働
者
、
家
族
、
住

民
の
間
で
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
肺
癌
や
中
皮
腫
に
罹
患
し
、
死
亡
者
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
招
い
た
ア
ス
ベ
ス

ト
関
連
企
業
の
責
任
は
重
要
で
あ
る
。
同
時
に
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
の
症
例
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
の

に
使
用
禁
止
措
置
を
昨
年
十
月
ま
で
と
ら
ず
、
い
ま
だ
に
経
過
措
置
を
理
由
と
し
て
使
用
を
許
し
て
い
る
政
府
の
責
任
は
さ
ら

に
重
大
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

（
一
）

一
九
五
六
年
五
月
に
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
名
で
「
特
殊
健
康
診
断
の
指
導
指
針
」
を
発
出
し
た
が
、
「
ア
ス
ベ

ス
ト
は
有
害
な
物
質
」
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
ア
ス
ベ
ス
ト
作
業
従
事
者
に
対
す
る
特
殊
検
診
と
し
て
ど

う
い
う
項
目
で
実
施
し
た
の
か
。
ま
た
、
毎
年
度
、
ど
れ
だ
け
の
検
診
を
実
施
し
て
、
ど
う
い
う
結
果
が
明
ら
か
に

な
っ
た
の
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
扱
い
に
つ
い
て
ど
う
い
う
新
し
い
指
示
を
行
っ
た

の
か
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
二
）

一
九
五
七
年
二
月
と
一
九
五
八
年
十
一
月
に
労
働
基
準
監
督
署
は
、
大
阪
地
方
の
石
綿
紡
織
工
場
な
ど
の
環
境
調
査
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を
実
施
し
た
が
、
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一
〇
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
塵
が
測
定
さ
れ
て
い
た
。

一
九
七
一
年
に
定
め
た
基
準
の
五
十
倍
以
上
の
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
塵
に
よ
る
汚
染
状
態
で
あ
っ
た
。
一
九
七
一
年
の
特
定

化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
で
ア
ス
ベ
ス
ト
の
濃
度
基
準
を
定
め
る
ま
で
に
、
な
ぜ
十
三
年
も
の
長
期
間
を
要
し
た
の

か
、
ま
た
、
そ
の
間
に
ど
の
よ
う
な
検
討
が
行
わ
れ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
三
）

一
九
六
〇
年
代
以
降
、
経
済
の
高
度
成
長
の
中
で
、
鉄
鋼
、
造
船
、
石
油
化
学
工
業
、
電
力
、
自
動
車
な
ど
の
産
業

分
野
で
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
「
耐
熱
性
、
耐
火
性
、
保
温
性
、
耐
腐
食
性
、
絶
縁
性
」
な
ど
の
特
性
を
生
か
し
た
構
造
材

と
し
て
あ
る
い
は
プ
ラ
ン
ト
の
重
要
部
品
と
し
て
需
要
量
が
急
増
し
、
比
較
的
小
さ
な
中
小
零
細
を
含
む
ア
ス
ベ
ス
ト

企
業
か
ら
ア
ス
ベ
ス
ト
製
品
が
供
給
さ
れ
た
。
海
外
で
の
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
塵
に
よ
る
被
害
の
症
例
は
、
石
綿
肺
症
（
一

九
二
七
年
、
イ
ギ
リ
ス
）
、
石
綿
肺
に
肺
癌
（
一
九
三
五
年
）
、
胸
膜
・
腹
膜
に
悪
性
中
皮
腫
合
併
（
一
九
六
〇
年
）

な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
海
外
で
の
症
例
の
報
告
に
厚
生
省
と
労
働
省
（
現
・
厚
生
労
働
省
）
は
、
ど
の

よ
う
に
対
応
し
た
の
か
。

こ
う
し
た
症
例
は
、
国
内
で
も
大
口
ユ
ー
ザ
の
需
要
急
増
に
伴
っ
て
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
石
綿
労
働
者
、
家

族
、
周
辺
住
民
の
間
で
の
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
胸
膜
中
皮
腫
、
肺
癌
、
石
綿
肺
、
塵
肺
の
被
害
の
報
告
が
急
増
し
た
。

二



こ
の
国
内
の
六
〇
年
代
以
降
の
症
例
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
四
）

厚
生
省
所
管
の
国
立
病
院
や
研
究
所
の
研
究
者
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
〇
年
代
に
、
厚
生
省
自
身
が
ア
ス
ベ
ス

ト
に
よ
っ
て
肺
癌
や
中
皮
腫
が
発
生
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
一
九
六
八
年
九
月
の
労
働
省
労
働
基
準

局
長
文
書
に
よ
っ
て
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
肺
癌
や
中
皮
腫
の
発
生
の
危
険
を
前
提
と
し
て
、
石
綿
作
業
場
に
お
け
る

労
働
安
全
衛
生
規
則
に
基
づ
い
て
局
所
排
気
装
置
の
設
置
義
務
を
明
確
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
一
九
七
一
年
一
月
の
同
局
長
文
書
に
よ
っ
て
も
「
石
綿
粉
塵
を
多
量
に
吸
入
す
る
と
き
は
石
綿
肺
を
起
こ

す
ほ
か
、
肺
癌
が
発
生
す
る
こ
と
が
判
明
し
、
ま
た
特
殊
な
石
綿
に
よ
っ
て
胸
膜
な
ど
に
中
皮
腫
と
い
う
悪
性
腫
瘍
が

発
生
す
る
」
と
し
て
、
塵
肺
則
に
定
め
る
粉
塵
作
業
場
以
外
の
作
業
に
つ
い
て
も
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
障
害
を

防
止
す
る
た
め
に
局
所
排
気
装
置
を
設
置
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
に
し
た
こ
と
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
〇

年
代
当
時
の
労
働
省
と
し
て
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
っ
て
肺
癌
や
中
皮
腫
と
い
う
悪
性
腫
瘍
が
発
生
す
る
と
認
識
し
た
の

は
何
年
の
こ
と
で
あ
る
か
。

（
五
）

七
月
二
十
日
の
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
「
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
り
肺
癌
や
中
皮
腫
な
ど
の
障
害
を
受
け
て
労
災

認
定
を
受
け
た
人
は
、
毎
年
度
、
何
人
か
」
と
求
め
て
も
、
厚
生
労
働
省
は
七
〇
年
代
は
分
か
ら
な
い
と
し
て
、
一
九

三



七
九
年
ま
で
の
合
計
で
十
九
人
と
答
弁
し
た
。
し
か
し
、
地
方
の
労
働
基
準
監
督
署
で
認
定
し
た
数
を
、
本
省
で
集
約

す
れ
ば
す
ぐ
に
出
る
デ
ー
タ
で
あ
る
。
実
際
、
ニ
チ
ア
ス
で
は
一
九
七
二
年
に
も
一
九
七
三
年
に
も
一
人
ず
つ
ア
ス
ベ

ス
ト
に
よ
る
障
害
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
最
初
の
認
定
は
七
二
年
と
な
る
。
ま
た
、
国
立
労
災

病
院
の
医
師
が
一
九
七
一
年
に
発
表
し
た
論
文
で
は
、
「
大
阪
に
お
け
る
石
綿
肺
管
理
�
決
定
者
（
労
災
認
定
）
は
、

一
九
五
六
年
か
ら
一
九
七
一
年
三
月
ま
で
で
四
十
五
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
、
「
石
綿
肺
に
高
率
な
肺
癌
合
併

の
主
因
は
、
上
皮
の
異
常
増
殖
部
位
が
多
発
し
、
癌
発
生
の
組
織
素
因
を
形
成
」
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
論
文
発
表
の

七
一
年
に
は
す
で
に
、
そ
の
内
の
二
人
が
死
亡
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
労
働
災
害
の

認
定
は
、
労
働
省
と
し
て
公
式
に
ア
ス
ベ
ス
ト
が
危
険
で
あ
る
こ
と
を
認
定
し
た
時
期
と
な
る
。
一
九
六
〇
年
代
に
労

働
省
が
認
定
し
て
い
た
人
が
い
る
が
、
そ
の
時
期
は
何
年
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
六
）

当
時
の
厚
生
省
は
安
全
性
に
問
題
が
な
い
と
し
て
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
に
規
制
を
加
え
て
い
な
か
っ
た
。
消
防
庁

は
、
市
町
村
が
火
災
予
防
条
例
な
ど
作
成
す
る
時
に
、
高
温
に
さ
ら
さ
れ
る
構
造
材
を
ア
ス
ベ
ス
ト
で
被
覆
す
る
こ
と

（
一
九
六
一
年
十
一
月
文
書
）
や
、
ガ
ス
機
器
の
設
置
に
当
た
っ
て
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
不
燃
仕
上
げ
（
一
九
八
三
年

一
月
文
書
）
な
ど
を
事
実
上
推
奨
し
、
内
装
材
を
難
燃
性
の
も
の
に
す
る
場
合
に
も
ア
ス
ベ
ス
ト
を
使
用
す
る
こ
と
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（
一
九
七
六
年
九
月
文
書
）
を
推
奨
し
、
さ
ら
に
屋
外
危
険
物
タ
ン
ク
の
保
温
材
に
使
用
す
る
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
の

難
燃
性
の
判
断
に
係
る
試
験
装
置
に
ア
ス
ベ
ス
ト
を
用
い
る
こ
と
（
一
九
七
六
年
九
月
文
書
）
を
示
し
て
き
た
。

国
と
し
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
ア
ス
ベ
ス
ト
に
関
わ
っ
て
の
「
特
殊
健
康
診
断
」
を
指
示
し
、
特
定
地
域
で
の
環

境
調
査
も
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
防
火
性
能
を
高
め
る
趣
旨
で
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
製
品
を
推
奨
し
た
か
ら
に

は
、
当
然
、
関
係
者
に
注
意
を
促
し
た
も
の
と
思
う
。
ア
ス
ベ
ス
ト
被
覆
材
や
内
装
材
、
不
燃
材
、
保
温
材
な
ど
の
製

造
や
取
り
付
け
工
事
を
行
う
労
働
者
に
、
前
記
「
特
殊
健
康
診
断
」
を
徹
底
さ
せ
る
よ
う
に
ど
の
よ
う
な
行
政
指
導
を

行
っ
た
の
か
、
労
働
省
や
厚
生
省
の
通
達
や
地
方
出
先
機
関
の
指
導
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。

（
七
）

ア
ス
ベ
ス
ト
使
用
の
禁
止
を
行
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
製
品
メ
ー
カ
ー
の
団
体
で
あ
る
日
本
石
綿
協
会

か
ら
の
政
府
へ
の
要
請
も
、
鉄
鋼
、
造
船
、
自
動
車
、
電
機
、
石
油
化
学
、
ゼ
ネ
コ
ン
な
ど
大
口
使
用
の
ユ
ー
ザ
で
あ

る
大
企
業
か
ら
の
「
代
替
品
が
で
き
る
ま
で
規
制
す
る
な
」
と
の
主
張
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、

当
時
の
通
産
省
な
ど
が
企
業
の
働
き
か
け
で
ア
ス
ベ
ス
ト
規
制
に
反
対
し
た
た
め
に
労
働
省
や
環
境
庁
が
使
用
禁
止
を

打
ち
出
せ
な
か
っ
た
の
か
、
労
働
省
が
作
業
現
場
で
「
集
塵
機
の
設
置
」
を
義
務
づ
け
る
だ
け
で
使
用
禁
止
を
主
張
し

な
い
た
め
に
通
産
省
等
が
輸
入
・
販
売
・
使
用
の
禁
止
を
怠
っ
た
の
か
、
当
時
の
環
境
庁
が
ア
ス
ベ
ス
ト
を
規
制
す
べ
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き
物
質
と
考
え
な
か
っ
た
た
め
に
労
働
省
も
通
産
省
も
使
用
禁
止
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
の
か
。

造
船
や
ゼ
ネ
コ
ン
の
要
望
に
関
し
て
は
、
当
時
の
運
輸
省
や
建
設
省
が
そ
の
業
界
の
立
場
で
使
用
禁
止
に
反
対
し
た

こ
と
が
、
労
働
省
や
環
境
庁
の
措
置
を
遅
ら
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
。
こ
の
時
、
省
庁
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
対
応
を
行
っ
た
の
か
。
諸
外
国
の
措
置
に
較
べ
て
、
日
本
の
ア
ス
ベ
ス
ト
使
用
禁
止
な
ど
規
制
措
置
が
遅
れ

た
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
八
）

ア
ス
ベ
ス
ト
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
ク
ボ
タ
は
、
一
九
七
五
年
に
青
石
綿
の
使
用
を
や
め
た
と
発
表
し
て
い
る
。
そ
う
だ

と
す
る
と
、
厚
生
省
は
一
九
九
五
年
ま
で
二
十
年
間
も
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
を
改
正
し
て
、
青
石
綿
と
茶

石
綿
の
使
用
を
禁
止
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ア
ス
ベ
ス
ト
メ
ー
カ
ー
が
青
石
綿
の
輸
入
も
使
用
も
中
止

し
て
い
る
の
に
、
逆
に
国
が
二
十
年
間
も
青
石
綿
の
使
用
を
認
め
て
き
た
理
由
は
い
っ
た
い
何
か
。

（
九
）

か
つ
て
一
九
八
八
年
か
ら
一
九
九
三
年
に
か
け
て
、
「
熊
本
県
松
橋
地
区
胸
膜
肥
厚
対
策
協
議
会
」
が
設
置
さ
れ
、

熊
本
県
が
二
分
の
一
の
費
用
負
担
を
行
っ
て
、
約
一
万
人
の
住
民
検
診
が
大
規
模
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
地
域
は
ア
ス
ベ

ス
ト
鉱
山
が
あ
り
、
麻
生
石
綿
加
工
株
式
会
社
と
い
う
石
綿
製
造
工
場
も
あ
っ
て
、
地
域
住
民
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て

ア
ス
ベ
ス
ト
に
曝
露
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
検
診
の
結
果
、
九
百
三
十
八
人
に
胸
膜
肥
厚
斑
が
見
つ
か
っ
て
い
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る
。
い
ま
で
は
中
皮
腫
の
人
も
見
つ
か
っ
て
い
る
。
政
府
は
、
こ
の
松
橋
地
区
の
住
民
検
診
に
幾
ら
の
費
用
負
担
を

行
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
取
組
み
を
行
っ
た
の
か
。

ま
た
、
松
橋
地
区
以
外
に
富
良
野
や
呉
な
ど
、
ど
の
地
域
で
ど
の
よ
う
な
住
民
検
診
を
行
っ
た
の
か
。
そ
の
時
に
、

国
は
ど
の
よ
う
な
費
用
負
担
と
取
組
み
を
行
っ
た
の
か
。

（
十
）

ク
ボ
タ
の
神
崎
工
場
周
辺
、
ニ
チ
ア
ス
の
王
寺
工
場
周
辺
な
ど
で
数
多
く
の
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
住
民
被
害
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
労
災
補
償
制
度
に
も
当
た
ら
な
い
住
民
の
健
康
診
断
や
治
療
が
す
べ
て
本
人
負
担
と
な
っ
て

い
る
。
Ｘ
線
と
Ｃ
Ｔ
に
よ
っ
て
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
肺
癌
や
中
皮
腫
の
検
査
に
は
お
よ
そ
二
万
円
の
本
人
負
担
が
必
要

と
な
っ
て
い
る
。
住
民
に
は
落
ち
度
が
な
い
の
に
、
ア
ス
ベ
ス
ト
製
造
企
業
や
ア
ス
ベ
ス
ト
使
用
工
場
・
施
設
の
存
在

に
よ
っ
て
曝
露
し
て
、
石
綿
肺
癌
や
中
皮
腫
の
恐
れ
が
な
い
か
の
検
診
や
健
康
被
害
を
受
け
て
治
療
に
当
た
る
時
に

は
、
費
用
負
担
の
心
配
な
し
に
検
診
や
治
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
加
害
企
業
と
、
不
作
為
の
責
任
を

持
つ
国
の
果
た
す
べ
き
責
務
で
あ
る
。
緊
急
に
必
要
な
住
民
検
診
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
本
人
負
担
な
し
で
実
施
す
べ
き

で
な
い
か
。

（
十
一
）

研
究
者
の
報
告
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
今
後
四
十
年
の
間
に
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
肺
癌
や
中
皮
腫
に
よ

七



る
死
亡
者
は
十
万
人
に
の
ぼ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
厚
生
労
働
委
員
会
で
も
紹
介
し
た
、
ニ
チ
ア
ス
の
百
四

十
一
人
の
労
災
認
定
を
受
け
て
死
亡
さ
れ
た
方
の
資
料
に
よ
る
と
、
ア
ス
ベ
ス
ト
曝
露
の
時
期
か
ら
三
十
年
、
四
十
年

後
に
発
症
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
推
定
は
事
実
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
年
の
検
診
で
は
見
つ

か
ら
な
か
っ
た
人
も
、
毎
年
検
診
を
受
け
て
健
康
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
将
来
に
わ
た
っ
て
、
本
人
負
担
な
し
に

住
民
検
診
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
か
。

右
質
問
す
る
。

八


